


セルフスタンドにおいて、顧客が自らガ

ソリンを金属製携行缶等に詰め替えするこ

とは出来ません。

顧客による詰め替え行為が行われないよう

給油中の監視の徹底をお願いします。

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

別添え１

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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ガソリンスタンドにおいて、

お客様自身でガソリンを容器に詰

め替えすることは出来ません。

ガソリンを購入されるお客様へ

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

別添え２

ガソリンを取り扱うときの注意事項

ガソリンを灯油用ポリ容器に
入れることはできません!

ガソリンを携行缶等に入れ
て購入する場合は、ガソリ
ンスタンドの従業員に注油
を依頼します。

灯油用ポリ容器 ガソリン携行缶
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ガソリンを購入するときは注意！
別添え３

ガソリンの容器への詰替えは、ガソリンスタンド
の従業員が行う必要があります。

ガソリンを入れる際は適正な容器を使用しましょう。
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